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野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付要綱 

（趣旨）  

第１条 この告示は、市民の日常生活に必要不可欠な移動手段である路線バスの安定的な

運行を維持、確保することを目的に、野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金（以

下「補助金」という。）を交付することとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付

規則（平成 16 年野洲市規則第 48 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この

告示に定めるところによる。 

（補助対象事業者等） 

第２条 補助対象事業者は、野洲市内で路線バスを運行する乗合バス事業者（道路運送法

（昭和 26 年法律第 183 号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営するも

のをいう。（以下「事業者」という。））のうち、地域公共交通確保維持改善事業費補助金

交付要綱（平成 23 年３月 30 日国総計第 97 号、国鉄財第 368 号、国鉄業 102 号、国自旅

第 240 号、国海内第 149 号、国空環第 103 号。以下「国補助要綱」という。）第 15 条に規

定する地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金を受けている事業者とする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、国補助要綱第 16 条の基準に適合する路線の運行に関するものと

する。この場合において、第５条の交付申請日が属する会計年度の４月１日から当該年度

の３月 31 日までに実施した事業を対象とする。 

 （補助対象経費の額） 

第４条 補助対象経費の額は、次条に規定する交付申請を行う年度の前年度において、国補

助要綱第 12条に基づいて交付された地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の確定

した額と半額とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、野洲市地域内フィ

ーダー系統確保維持費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長が

指定する期日までに提出するものとする。 

(1) 補助対象事業の内容を記した書類 

(2) 第３条に規定する対象路線を明示した運行系統図 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において補助金の交付対象となる運行系統ごとの補助

対象経費の額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）の合計を限

度とする。 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合には、当該申請を審査し、これを適正

と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、野洲市地域内フィーダー系統
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確保維持費補助金交付決定及び額の確定通知書（様式第２号）により申請者にその旨を通

知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第８条 前条の規定による補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた者（以下「交付決定   

者」という。）は、速やかに野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付請求書（様

式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第９条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付

する。 

 （実績報告） 

第 10 条 交付決定者は、補助金の交付決定日が属する会計年度の年度末までに、野洲市地

域内フィーダー系統確保維持費補助金実績報告書（様式第４号）に当該年度の事業内容

がわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（関係書類の保存期間）  

第 11 条 事業者は、事業に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後５年間保存しなけ

ればならない。 

 （その他） 

第 12 条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 付 則 

 （施行期日等） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行し、令和４年度の補助対象事業から適用する。 
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様式第１号（第５条関係） 

番    号 

年  月  日 

 

野洲市長 様 

 

      申請者 住所 

代表者氏名  

発行責任者・担当者 氏名 

連絡先 

 

野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付申請書 

 

年度野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金について、下記のとおり交付を

受けたいので、野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付要綱第５条の規定によ

り、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 補助金等交付申請額           円 

２ 関係書類 

(1) 補助対象事業の内容を記した書類 

(2) 第３条に規定する対象路線を明示した運行系統図 

(3) その他市長が必要と認める書類 
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様式第２号（第７条関係） 

番    号 

年  月  日 

 

 様 

 

野洲市長        

      

野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付決定及び額の確定通知書 

 

年 月 日付け 第 号で交付申請のあった野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補

助金について、下記のとおり交付することを決定し、併せて額を確定したので通知しま

す。 

 

記 

 

 

 

交付決定及び補助金確定額  金         円 
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様式第３号（第８条関係） 

番    号 

年  月  日 

 

野洲市長 様 

申請者 住所 

代表者氏名  

発行責任者・担当者 氏名 

連絡先 

        

      

野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付請求書 

 

年 月 日付け 第 号で補助金の額の確定のあった野洲市地域内フィーダー系統確保

維持費補助金について、下記のとおり交付されるよう請求します。 

 

記 

 

 

 

補助金の額  金            円 
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様式第４号（第 10 条関係） 

番    号 

年  月  日 

 

野洲市長 様 

申請者 住所 

代表者氏名  

発行責任者・担当者 氏名 

連絡先 

        

      

野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金実績報告書 

 

年 月 日付け 第 号で交付を受けた野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金

について、その実績を報告します。 

 

 

 


